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子どもの人権オンプズパーソン制度の取 り組み

連載第 1固 ：「子 どもの人権 オ ンブズパ ーソ ン制 度の廃止 ？－ 不可解 な事態 に」

内 田 塔 子 （子どもの権利条約ネットワーク）

全 国 で初 め て条例 に基 づ い て設 置 され た子 どもの人権 擁護機 関 ＝川西 市子 どもの人権 オ ン ブズパ ーソ ン （以下 、子 ど もオン ブズ）。 しか

し今 、川西市 で は、市議会 にお いて 、子 どもオ ンブズ制度 の廃止 の声 が一部議 員 か ら上 が り、子 どもオ ンブズ事業費 の半減 案が可決 される

とい う不可解 な事態 に直面 してい ます。先駆 的 な事例 と して全 国的 に注 目され、同 じよ うな動 きが全国 各地 に広が りつつ ある今 、何 故 この

ような事態 に直面 してい るの か ？本号 か ら数 回に わた り特集 します。

川西市の子どもオンブズ制度は、人権侵害か ら子 どもを救う第三

者機関と して、 19 9 8 年 1 2 月に市議会の全会一致でつくられた全

国で初めての機関です。

子どもオンブスは、弁護士や学識者などが、いじめや虐待、不登校、

家族の問題などを相談者と一緒に考え、解決する手立てを探ってい

く役割を担い、 1 9 9 9 年度より活動をしています。

1 ．子どもオンブズ制度、5年目 市民 に年々定オ

人 口15 万9 千人 （うち子ども2 万6 千人）の兵庫県川西市におい

て、今年実施 5 年目を迎えている子どもオンブス制度。年々、市民

にその活動状況は浸透 していき、2 0 0 2 年 1月－ 1 2 月までに受け付

けられた相談数は、過去最高だった2 0 0 1年をさらに上回る6 5 4 件

にのぽ りました。相談者の内訳では、約6 0 ％は保護者で、子 ども

が2 7 ．5 ％。子どもの相談者のうち7 割以上が小学生だったとのこと

です。川西市のおとな・子ども両者のニーズがうかがえる数値だと

いえます。

2 ．2 0 0 3 年慶事業費を半額にする修正案が可決（2 0 0 3．3．28）

そのような中、川西市議会は3 月2 8 日、一部議員より提出された、

子どもオンブズの事業費年間2 4 6 6 万円を 12 3 7 万円に削減する修

正予算案を可決 しま した。前述のように、子どもオンブズ制度は、

1 9 9 8 年 12 月に全会一致で可決 した条例 に基づいて設置された機

関です。 しか し今、制度が拠ってたつ条例に関する議論もないまま、

薮から棒 に、制度廃止を前提 とした事業費半減案が可決されるとい

う不可解な事態が起 こつています。

この他にも、2 0 0 3 年度より新規事業 として実施予定だった、小

学校低学年などを対象に、音楽や図工、外国人による英語教育を担

任教諭と実施する臨時教員を配置する「わくわく学習パー トナー事

業」（2 0 0 3 年度よ り実施予定だ った）が、予算の全面削除によ り

実施を見 送 るこ ととな りま した。

子どもの人権・教育に関する施策が、財i攻難の中で予算切 り詰めの

ターゲ ッ トとされ てい ます。

3 ．子どもを含む市民を巻き込んだ議論を

子どもオンブス廃止 を主弓長する意見 として、「教師の意欲を萎縮

させて いる面 があ り、当初の狙 い通 りの機能 を果た していない」

「 子どもオンブズの判断等が学校現場に対 して厳 しすぎる」な どが

挙げ られています。 しか しこれらはどれも、子どもオンブスの実施

状況に関する調査・審議を踏まえることな く主張モれており、信憑

性の点に疑問があ ります。また一方で、相談する市民の側か らは、

子どもオンブスは子どもに関する悩みを気軽に相談できる貴重な機

関であるとして、その必要性を訴える声があがっています。

子 ど もに と ってよ りよ い教 育、 よ りよ い社会 を実 現 して い くた め

には、何が優先的に必要なのか ？市民不在の議論・意思決定になる
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ことなく、子どもを含む市民を巻き込んだ議論が必要です。

い じめ、不登校、家族関係など、子どもを取 り巻 く環境が困難な

今、子どもが、現在の社会を構成するパー トナーとして、また未来

の社会を中心となって担 う存在と して、成長することができるよう

に、子どもを社会全体で見守るまなざ しが必要です。この点か ら鑑

〓
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みても、子 どもオンブス制度は、今後より一層その必要性が高まる

と思われます。子どもオンブス制度の存廃の議論ではなく、子ども

オンブスの運営面をよ り一層充実させるための議論を詰めること

が、今一番求められているように思います。

長野県平谷村の住民投票に中学生が参加

一 全 匡lで初 めての言式み－

中学生が住民投票 に参加

5 月1 1日。全国で初めて、中学生（2 0 0 3 年4 月2 日現在で 12 歳以
ひ ら や

上の村民）にまで対象を広げた住民投票が長野県平谷村で行われた。

岐阜県境 に接す る平 谷村の人口は6 10 人で県 内最少 。面積の

9 5 ％は山林という村の主要産業 は農業と観光で、別名 「中京の軽

井沢」とも呼ばれているが、財政は苦 しく、今年度予算では、自主

財源 1 ．5 億円に対 して村債発行額は2 ．1億円。交付金が5 ．5 億円ある

ものの、今後、交付金の満額保証は難 しく、財政再建団体への転落

は秒読みとも言われている。

こうした中で、合併について村民の間で話題にな り、 18 歳以上

の全村民 に対するアンケー トや自治会 ごとに勉強会を開催 するな

ど、議論が高まった。

昨年 10 月に塚田明久村長が中学生まで対象を広げた住民投票 を

村議会に提案。議員の聞か らは慎重意見もあったが、子 どもたちと

の意見交換会や模擬村議会などを重ねて行くことで議員たちにも理

解が広まり、 12 月定例議会において、住民投票条例が可決された。

私たちN P O 法人R ig h ts のメンバーは、投票日当日、中央道八王

子IC から車で3 時間半ほど走 り、投票所である平谷村合同庁舎に到

着。投票を済ませた中高生にインタビューを行 った。

インタビュー（》一 中学2年女子（2人組）

間：今回、住民投票が行われたが、こうい う機会が与えられたこと

について ？

答A ：1 0 月に（住民投票があると）言われてびっくりした。

問：家族の方などとこの住民投票について話 したか ？

答B ：学校のクラスメイ トと話す機会があった。

間：今回住民投票することにな ったが、本当の選挙でも中学生から

投票する機会があればいいか ？

苔A ：良かった。大人ばか りで （村の物事が）決ま り、今まで言い

たい ことを言 えな か ったが 、こ う して私 た ちも言 う ことが でき た。

インタビュー② 一 高校 1 年男子

問：今、投票を済ませてきて、率直な気持ちは ？

答：（責任が）重かつた。でも今まで資料や友達と話 し合いやアンケ

ートを してきたので、不安はなかった。

インタビューに答えた中高生が、みな真剣にこの投票について考

えていたことからは、決 して中高生も投票はいいかげんに考えてい

ない とい うこと を弓重く感 じ取 れた 。

一方の大人たちは、今回の 12 歳からの投票についてどう思ったか？

インタビュー⑨－ 2 1歳 女性

問：今 回 、中学生 か ら投 票 でき るこ とにつ いて ど う思 った か ？

答：最初は抵抗があった。 18 歳と16 歳の妹がいるが、話 し合 って

いく うち に真 剣 に この こと につ いて 考 えて いる こ とが分 か り（ 1 2 歳

からでも投票は）O K だと思った。

問：実際の選挙と今回の住民投票とであなたの中で違いはあったか？

答：（知事選と県議選に）投票 したが、知事とか県議はどうも遠い世
』●
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西 村 高 志 （N P O法人R ights運営委員）

界。 しか し、今回の投票は、直接自分たちの村に関わることなので、

主観的に考えた。

イン タビ ュー④ 一 中学生の子どもと一緒に投票を済ませた親

答：子どもたちがすでに住民投票について知っていた。特にこのこ

とで話す機会は無かったが、真剣に考えているようだった。

大人たちも反応は良好なものであった。

そ して、は じめは無理だと考えていた塚田明久村長とのインタビ

ューができた。

インタビ ュー（彰 一 塚 田村 長

問：今回の住民投票は中学生から有権者となったが、その理由は ？

苔：今回は中学生か らとしたが、これは村独自の事情がある。それ

ぞれの自治体 にはそれぞれの事情がある。公職を決めることにはや

はり不安 があ る し、 時間が かか る と思 う。

間：著者の政治離れが進んでいると言われているが、今回の投票で

苦心 され た ことは ？

答：いわゆる無党派層が増えた。無党派層というのは決 して政治が

わからないとい うのではない。住民集会や資料を提示 した りして肌

で感 じた ことだ が 、若者 は芯 が しっか り して いる とい うことが わか

つた。その ことで、（中学生からの投票に対 して）不安が消えた。

問：いろ いろ と村民 と対話 され たと 聞 くが ？

苔：私が注意したのは、具体的で、若い人でも理解できる言葉で話

してい く こと。 子 どもた ち もは じめ は （合 併 する 理 由な ど）わ か ら

なかった。しか し分かり易い言葉だと、子どもたちも段々と理解し、

大人たちも三理解できる。

問：住民投票はよかったと思うか ？

答：なんでも投票すればいいという訳ではない。ひとつのテーマに

ついて、情報を提示 し、きちんと説明 し、家庭や学校、地域と一体化

しないと、たとえ大人でも理解できない。今回は引き下げてよかった

とい うよ り、こ うした地 域の人 たちが一 緒にな って議論 してきたか ら

こそ、できたと思う。子どもたちにとっても、貴重な経験だと思う。

現在、総務省は「平成の大合併」を推進している。合併の是非を

住民投票で決める自治体が増え、その中には未成年者も対象として

いる所も少なくない。（別表参照）

平谷村のケースはただ住民投票するというだけでなく、地域の勉弓垂

会を緊密に行 うことで、私たちに現代民主主義に不可欠なアカウンタ

ビリティー（説明能力）の重要性を実践した形であると再認識した。

実際の選挙は「遠い存在」である人や政党を選ぶため、日常的に

ニュースを見、また少ない情報で候補者の人柄や公約などを見極め

るという作業は簡単ではない。しかし、自治体合併は一番身近なテ

ーマではっきりしていている上に、住民との対話で関係を緊密に し、

関心が高めたことで、少な くとも住民投票 レベルでは中学生からの

投票も問題はないと思 った。

（ 参考）信濃毎日新聞 W W ．Shinm a i．c o．jp

平谷村 w w w ．iid anet．0「．jp／hi「8ya



各地の地方自治体 こおける住民投票条例（網がけ部分：18 歳末溝、他は 18 鼓以上）一覧 （NPO 法人R掛t＄作成）
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自治体名 条例名

公布日 （改正含）
‾日 （改正含）
日

横 車 （うち柵

規　　　　　　　 定

県高浜市 醐 票条例 00 2 年7月 9 日
∝佗年9月 1日
実施

㈲ 第8粂 住民投票の投票権を有する者 （以下 「投票資格者」という。）は 次の各号のいず才切 ヰ召亥当する者とする。
（1）年齢満1 8年以上の日本国籍を有する者 n 引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの
（2）年齢満1 8年以上の永駐外国人で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの

火田県岩城町 山城町の合併について意思
問 う住民投粟条例

00 2 年8月 19 日

00 2 年8月 19 日
∝氾年9月診 目
1．2一塊 （細．4餓）

㈱ 第五条 住用鞠 コ識ナる投票の資格を有する者 （以下 「投票資格割 という。）は、次のいずれ捌 こ該当する投票権を有する者 （以下 「
者 」という。）のうち、投棄帆 鰍 こ登録されている者とする。

一 年齢満十八年以上の日本国籍を有する甑 引き続き三臨月以上岩卿 こ住所を有する者
二 年齢満十八年以上の永住外臥 で引き続き三鼠月以上岩城町に住所を有する者

県］ヒ田町 北野町の合併についての麓 じ
を問う住民投棄条例

00 2 年10 月 22 日
00 2 年10 月 22 日
00 2 年 12月 15 日

0．剖瓢 晦7．∝瑞）

（投票資格者） ■第5粂 住田璧熟こおける投票の資格を有する者 （以下 「投票資格者」という。）iも 次のいずれ如 こ該当する投票権を有する者 （以下 「

育 」という。）のうち、投票資格者名簿に登録 されている者 とする。
（1）年齢1 8年以上の日欄 を有する着で、引き続き3箇月以上北野町に住所を有する者
な）年齢1 8年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上北野町に住所を有する者

玉県岩槻市 叫槻市の合併についての意心
を問う住民投票条例

00 2 年11月 18 日

00 2 年11月 18 日
00 3年 1月訪 日
9．11％ （3＆1梢）

鰍 ㈲ 第6粂 3 資格者名簿磯 よ 次の各号のい一柑切 ヰこ該当する者について行 う。
（1）本市の区域内に住所を有する年齢満 1 8年以上の日本国民で、その割 こ係る本市の住民票が作成された日 （他の椰 拗1ら本市の区切和こ住所を移し六

；住民基本台帳法 （昭和4 2年法律第8 1号）第2 2粂の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日）から引き続き3月以上本市
封 蝋こ記録されている者

（2）外国人登録法 （昭和 2 7年法律第 1 2 5 号）第4 粂第1項に規定する外国人登録帝熟こ登録されている居住地が本市にある年齢構1 8年以上の永

であって、同項の登録の日 （同法第8粂第1項の申請に基づく同条第 6項の居住地変更の筆録を受けた掛 こは、当該申請の日）から引き続き3月E
している者のうち、脚 委員会に登録の申請を文書で行ったもの

棚 帖 浜市 浜市の合併についての意′、
を問う住民投票条例

抑2年 12 月 12 日

∝）2年 12月 12 日
00 3 年 2月 16 日

（投票の資格を有する者） 第 5粂 住民投票における投棄の資格を有する者 （以下 r投棄資格者」という。）は、次のし伽 ヰ詔亥当する者とする。
（1）長浜市に住所を有する年齢満 1 8年以上の日本国民で、その昔に係る住民票が作成された日 （他の市町村から長浜前に住所を移転した着で住民基本台臓
（昭和4 2年法律第8 1号）第2 2粂の規定により届出をしたものについては、該当届出の日）から引き続き3月以上長浜市の住民基本台帳に記録されてし

る者
（2）外国人登録法 （昭和2 7年法律第 1 2 5 号）第4粂第1項に規定する外国人珊 こ登録されている居住地が長浜市にある年齢満 1 8年机 上の永
人で、同項の登録の日 （同法第8条第 1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、該当申請の日）から引き続き3月以上経過し

いる者のうち、棚 IJで定めるところにより、文書で市長に申請を行った者
蜘 町 大木町の合併についての老化

を問う住民投票条例
00 2年 12 月 12 日
00 2年 12 月 12 日
実施

第 5粂第 1項 18 歳以上

伊豆町 伊豆町の合併についての一
思を問う住民投棄条例

00 2 年 12 月 16 日

00 2 年 12 月 16 日
00 3 年 2月2 日
5．5：瓢 ¢3．∝船

㈱ 第5粂 任地 熟こおける投票の資格を有する者 （以下 「投票資格者」という。）は、次の各号のしづ号切 ヰ詔亥当するものとする。
（1）年齢満 1 8年以上の日本国籍を有する者 モ 引き続き3箇月以上脚 こ住所を有する者
（2）年齢満 1 8年以上の永住外国人で、引き続き3年以上東伊豆町に住所を有する者

富士見町 富士見町の合併についての層

思を問う住民投棄条例
00 2年 12 月 19 日
00 2 年 12 月 19 日
実施

（投票資格者） 第5粂 住放 熱こおける投票の資格を有する者 似 下 「投票資格者j という。）は、次のいずわ別 諾亥当する投票権を有する者 （以下 「

酋 j とい う。）の うち、投票資格者名簿に登録されている者 とする。
（1）年齢満1 8年以上の 日梱 民で、引き続き3箇月以上富士見町に住所を有する者

な）年齢満1 8年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上富士見町こ住所を有する看で、規則で定めるところにより文書で町長に登録の申請をした者
脚 快打 住民投票条例 仰2年 12 月 19 日

00 2 年 12 月 19 日
仰3年9月 （予定）

（投票資格者） 第 6粂 投棄資格者は、次のいずれ如 こ該当する投票権を有ナる者 （以下 「投票権者」という。）のうち、投票資格者名簿に登録されてい
とする。
（1）年齢満1 8年以上の日本国籍を有する着 で、引き続き3臨月以上晩 抑 こ住所を有するもの
e）年齢満1 8年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上勝央町に住所を有するもの

富山軌山田村 山田村の合併についての麓 じ

を問う住民投票条例
00 2 年 12 月20 日
00 2 年 12 月20 日
実施

（投票の資格者） 第5条 住民投票における投票の資格を有ナる者 （以下 「投票資称軌 という。）は、次の各号し伽 ヰ詔亥当するものをいう。
（1）年齢満1 8歳以上の日本国籍を有する者n 引き続き3月以上山田村に住所を有する者
（2）年齢満1 8歳以上の永住外国人で、引き続き3月以上山田村に任所を有する者

′ 琴 寸縛御 するカ埼 坪 レよ
≠ミ坤 可否を桂岡 受革に 、

るた柵 条例－；

（坪 ∵年 12月：知 日

∝B 牢4月 1＿日：．
（文治隼5月 11 日

嘩朝 革郵 ■＿・．第¢条■住民投棄における戊棄の資格を草する者 似 下；■聯 ・j－．孝いう。）‾．は 次の各号のレ側 ・ヰこ孫当する者とする？
‥（1）一平群 城 中卿 坤 城 3年 4月1 日以前に生まれた着で日欄 埠草し、・．手持 韓き－．3＿ケ月以上平群 如 聯 を有する最

（2）■、′ノ ＝・斗 ＿　 ＿及び弔成3年4月 1・日以前に生まれた永住外国人で」：‾引き続き＿3 ケ月以上平谷村に任所を有する者

岐阜県北方町 北方町の合併についての意心
を問 う住民投票条例

00 2 年 12 月24 日
00 2 年 12 月24 日

00 3 年2月 お 日
9．4誠 也6．97％）

（投票資格者） 第5 粂 住民投票における投票の資格を有する者（以下 「投票資格者」という。）は、次のいずれ別 諾亥当する者とする。
（1） 年齢 18年以上の日本国籍を有する着 で、引き続き3月以上北方町に住所を有する者
（2） 年齢 18年以上の永住州星人で、引き続き3月以上北訪印1こ住所を有する者

R軋山県柵原町 原町の合併についての意心

を問 う住民投票条例

200 2 年 12 月24 日

00 2 年 12 月24 日
実施

第5条 18 歳以上

i 山県Jl＼杉町 ′j、杉町の合併についての意心
を問 う住民投票条例

00 3 年 1月 10 日

∝8 年 1月 10 日
00 3 年2月 16 日
2．7二親

第5粂第1項 18 歳以上

青山県ノ憫 町 八尾町の合併についての意心

を問う住民投棄条例

00 3 年1月 15 日

00 3 年1月 15 日
実施せず

（投票資格割 第5条 任地 熟こおける投票の資格を有する者 （以下 「投棄資格軌 という。＝ も 投票日においてノ順当町の区切瑚 こ住所を有する着で

つて、前条に規定する告示の日 （以下 r告示日」という。）において、次の各号のいずれ加 茂亥当する者 （以下 「投棄資格者」という。）とする。
（1）八尾町の区域内に住所を有する年齢満1 8年以上の日相 民で、その者に係るノ鵬 知 ；作戎された目 地の而 卿 軸 らゝノ脚 Ⅳ）区域内に住所

した着 で住民基本台帳法 （昭和4 2年法律第8 1朝 第2 2棚 こより届出をした者については、当該届出をした日）から引き続き3月旦し上ノ順当町
台帳に記録され¶ 、る者

（2）外国人登録法 （昭和2 7年法律第 1 2 5 号）第4粂第1項に規定する外国人抑 こ登録されている居住地がノ個 耶こある年齢満 1 8年以上の永
人であって、同項の登録の日 （同法第8粂第 1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日）から引き続き3月上
、している者 n 町長に投票資格者となる旨の申請を規則に定めるところにより行った者 －

岡山棚 町 ロ茂町の合併についての意心
を問う住民投票条例

00 3 年 1月 17 日

∝8年 1月 17 日
00 3 年3月9 日
A 97％

（投票資格者） 第5条 住民投票における投票の資格を有する者 （以下 「投棄資格者」という。）は、投票引出 、て力憫 町に住所を有する着であって、、

のいずれかに該当する投票権を有する者 似 下 「投票権者」という。）のうち、投鮒 簿に登録されている者とする。
（1）公職 撃芦法 （昭和 2 5年法律第 1 0 0 号）第9粂第 2項に規定する加茂叩機 会の東員及び長の選挙権を有する者
（2）年齢満 1 8歳じしとの日本国終を有する者 （前科 こ規定するものを除く。）
（3）年齢満 1 8歳以上の永住外国人

鵬 蜘 町 池田町の合併についての意心

を問 う住民投票条例
00 3 年 1月か 日
00 3 年 1月か 日
実施

第5粂第 1項 18 歳以上

脚 大潟町の合併についての音心
を問 う住民投棄条例

00 3 年 3月 17 日

00 3 年 3月 17 日
実施

第 7粂第 1項 18 歳以上

鵬 町 宍道町が他の自治体と合併
ることの可否に関する住
画 す

2∝8 年 3月 18 日

00 3 年4 月 1日
実施

第 7粂第 1項 18 歳以上

広舶 柿 広島市住民投票条例 2∝13 年 3月 20 日
00 3 年9月 1 日
実施

第4条第 1項 18歳臥上

県津屋棉町 津屋崎町の合併についての層

思を問う住民投票条例

200 3 年3 月20 日

00 3 年3 月20 日
実施

第 5粂第 1項 18 歳以上

大分県弥生町 弥生町の合併についての意心
を問う住民投票条例

00 3 年3月 お 目

00 3 年3月 訪 日
実施

第5粂第1項第 1号 18 歳以上

兵庫県太子町 子町の合併についての意心
を問う住民投票条例

00 3 年3月 27 日

200 3 年3月 27 日
実施

第5粂 18 歳以上

岡山県哲西町 哲西町住民投棄条例 00 3 年3月 31 日
00 3 年7月 1 日
実施

（投票資格者） 第8条 住民投票の投票権を有する者 （以下 ㈱ という。）は、次の各号のし吋軸 ヰこ該当する者とする。
（1）年齢満1 8年左し上の日本国籍を有する着で、引き続き3月以上哲西町に住所を有するもの
（2）年齢満1 8年以上の永住個 人で、引き続 き3月以上哲西町に住所を有ナるもの

．脚 吋．■■ ≡神村脚 羊やゃ－iてめ章．、
拳闘う二脚 …－■∴‾．・二

‾写申 年 季冬寧日 ‾

叩 隼 ヰ舟8 日

第5粂第 1項 ■‾15卑 祉 ＼．■‾
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「 子ども参加」 によるまちづ くりの将来計画

一喝玉県鶴 ヶ島市一
河 村 治 人 （埼玉県鶴ヶ島市教育委員会社会教育課）

1 ．市民 参画 によるまち づ くりと子ど も参 加

本市では「市民と行政がともに創るまちづくり」を市政の基本理

念とし、情報の共有化、共同の学習を通 して、市民と行政とがとも

に参画、協働するまちづ くりを進めている。 これまでも、子 どもフ

ェステ ィパルをは じめとした全市的な事業に、市民の手 による実行

委鼻会方式を早 くか ら取 り入れる等の実践を重ねてきている。

子 ども参加の考え方は、本市の社会科副読本の作成にあたってご

指導いただいた愛先l教育大学の寺本潔先生の「小さなまちづくり人」

の提唱を踏まえ、本市 においては「現在の子ども自身がまちづくり

の主体である」「子どもはまちこぎくりの共働の担い手である」「子ど

もは将来のまちづくりの担い手である」と して市教育委員会の重点

施策に「子どもは小さなまちづくり人」と位置付 けて明確に打ち出

している。具体的には、子どもフェステ ィパルにおいて、子ども実

行委異に企画か ら運営までを任せたスタンプラリー等の取組みや、

公民館において、子どもたちの自由な発想による子どものためのお

祭りである「子どものD E B A N D A 」等の事業がある。また、市内の

小中学校では、子 ども、保護者・地域、教員のそれぞれが情報を共

有し学校運営に関して議論をする場として学校協議会を設置 してい

る。市教育委鼻会が示 した学校協議会の指針では、児童・生徒代表

も学校協議会の委員になることが例示されており、大人が子どもの

思いや願いを大切 にする教育活動 として子ども主体の学校づ くりを

目指 す ことと してい る。

2 ．子どもの参加による教育理念・大網の策定

また、市教育委員会では、将来にわたる市の教育のあ り方や施策

の立案・執行の指針となるべき教育理念ならびに教育施策の大きな

柱立てとなる教育大綱の策定を目指 している。これに先立ち、市教

育委員会では、市民の参画と共働により鶴 ヶ島らしい教育改革を進

め教育の目的を実現することを目的に、地方自治法の規定 に基づ く

附属機関として教育等議会を条例設置 している。教育審議会でtま、

鶴ヶ島の子どもと教育の実態、子ども、保護者 、地域住】焉、教職員

等の願いや意見をJ‡lまえた議論ができるように、これ らの人たちを

対象と したアンケー ト調査を実施 した。現在は、調査結果を基礎デ

ータと し、教育書議会の委員が、子ども、保護者、教職員等から直

接意見を聞く取組みを行なっている。特に子どもの意見をよ り反映

するため、小学4 年生か ら中学3 年生までの子 どもたちを対象 に、

安部芳絵氏（早大大学院）をファシリテ一夕ーとした子どもフリー

トー ク （全 9 回 ） を実 施 して きた 。 これ に よ り、子 どもた ち をは じ

め関係者の願いを反映 した教育理念、教育大綱づくりをすすめたい

と考えている。

3 ．子ども参画の条件づ くり

子 ども参加の取組みがまちづ くりの手法の一つと して根づくため

には、子 ども参加の理念の構築、啓発とあわせて子ども参加のため

の具体的な実践を通 じた手法・ 技術等の蓄積が大切であると考え

る。前述 した学校協議会では、現在、全中学校で生徒の参加が行な

われているが、小学校では児童を参加させている学校はない状況で

ある。以前は児童代表が参カロしている小学校の事例があり、学校協

議会の連絡会議においても保護者や地域の人から児童生徒の参加に

賛成する声が多いことか ら、今後、児童参カロの拡大が行なわれるも

のと考えている。また、ア ンケー ト調査の結果か らは、子どもたち

自身が子ども参加による学校づくりに参加する意欲が低いことが明

らかにな っている等、子ども参加の実施にむけた課題は多い。しか

しながら学校協議会の実践の中には、制服など子どもにとって身近

な話題を題材に したり、児童・生徒代表の参加人数を大幅に増や し

たり、公募を導入することによって子どもたちがより主体的に学校

協議会 に関わるようになった等の事例が確認されている。また、社

会教育・学校教育部門の職員とも全 9 回の子どもフリー トークを通

じて子ども参加について学んだことが多く、その成果の一つと して、

子どもたちが意見を言い易い雰囲気づ くりの手法・技術等を「大人

の子どもとの関わ り方 一子 ども参加をすすめるために－」 という形

そまとめてお り、今後の子 ども参加の取組みに活用 していければと

思っている。

そこで、今年度は市の施策全般について子ども参加の視点がある

かどうか検証を行い、併せて子ども参加の事例についても集約した

いと考えている。単に子どもを集めて会議やイベン トを行 って終わ

りという形骸化 した取組みにな らないように、事例に基づいた検証

を行って実践を積み重ねることで子ども参加によるまちづくりとい

う意識の醸成を図 りたい。更には、地域や学校教育の場においても

同様の検書正の取組みが拡がりを見せ、子 ども参カロの取組みが棍づい

ていけばよいと考えている。

鶴ヶ島の子どもたちが、子ども参加の取組みを通 じて主体性を養

い、社会における自分の役割を実感 し、自分を認め他人も認められ

る優 しさを身につけ、その結果と して、将来にわたって鶴 ヶ島の市

民参 画によ るまちづ く りの担い手 にな って くれる ことを願 ってい る。

（ 参考） 「鶴 ヶ島市 大人の子どもとの関わ り方～子ども参加をすすめるために～」（教育審議会事務局資料より）

子どもたちが自ら気づき、動き出すまで（助け、助言を求めるまで）、大人は手や口を出さず待つことが重要とな ります。失敗からも

子どもたちは学習することができるのです。子 どもたちが安心 してなんでも吾える雰囲気 を作ることが必要です。そのためには、大人

の側が下記のような点に注意 して子 どもたちと関わつてい く姿勢が求められます。

★意見の書いやすい穿用気を作るために

・子どもは、自由な発想で大人が考えないようなことを貰 う場面があ りますが、子どもの発育を尊重 して聞いてあげよう。

・子どもたちの意見か ら出た提案を、自分たちの今までの経貞険を生か して更 に子どもの意見を引き出そ う。

・子どもたちの意見が自分たちの考えとは違っても批判など しない。

・一度批判 したり、嫌な態度をすると子 どもは敏感に感 じ取 るので注意 しましょう。

・大人は参加 している子どもたちがいる所では、子 どもたちの話を絶対に しない。

・子どもが騒 ぐようなことがあっても、モロやみに大人が注意するのではなく、子ども同士が気づき、注意 しあえるようになるまで待つ。

・怒 りた くて モI我慢 しよ う。

・大人の意見で子どもを誘毒暮するようなことはしない。

・精 し合いの場で、なかなこか思 うような意見が出なくても、できるl唄り子どもたちを r待つこと。

・背広やネクタイは避け、ラフな服装を心がけよう。

・大人も子どもも敬帯を使わず、気楽に持せるように心がけよう。

4 子どもの権利集約 第6 8号・ 20 03 年 6 月2 0 日号



小杉町子どもの権利に関する条例、
4 月 1 日よ り施行 J

村

「小杉町子どもの権利条例」成立・施行 J

「小杉町子どもの権利に関する条例」が平成 15 年3 月 14 日、小

杉町議会 で成立 し、4 月 1日か ら施行 しま した 。

平成 1 1年 1 2 月に条例策定作業をスター トして以来、3 年余 りの

時間をかけ、多 くの町民や子どもたちの参画によ って、まさに町民

手づ くりの条例 がで きあが りま した。

条例の主旨

すべての子どもは、生 まれながらにかけがえのない存在と して、

固有の尊厳と価値を持 ってお り、大人と共に社会をつ くる構成員で

す。 しか し、子 ども たち を取 り巻 く環 境 が一向 に よ くな らない 現実

に対 して、子どもたちが実際に生活 している自治体が、その実態に

即して総合的に子 どもたちを守 り育てていく必要性を重 く受け止

め、本条例を制定 しました。

多くの町民・子どもたちが条例策定に参加

また、条例の内容はもとより、条例づくりの過程を重視 し、町民

や子どもたちが一緒になって条例づくりに参画することが、町民意

識の向上と理解を深めることにつながると考えま した。この趣旨を

ご理解いただいて、一般の町民か ら公募 した町民ワーク会議 （5 4

名）、町内の小学校・中学校・高等学校から募集 した子どもワーク会

（ 3 6 名）、学識経験者・専門家か らなる策定連絡会議 （16 名）及び、

それぞれの組織の代表者か らなる世話人会議 （14 名）等、多くの

皆さんに策定作業に携わっていただきました。

策定過程において、平成 13 年6 月 に町民意識調査 （1．0 0 0 名）、

同年9 月に子どもの意識調査 （2 ．0 0 0 名）を実施、啓発活動と して

は、平成 1 2 年6 月及び平成 1 5 年 2 月に一般町民 を対象 とした町民

集会を開催、子どもに対しては、平成 14 年8 月に子どもの権利集会

を開催 し、それぞれ理解を深めま した。さらに、策定状況をその都

度、町広報やC A T V 、ホームページ等で紹介 してきま した。

条例内容

条例の内容については、前文から第7 章 までで構成 されており、

一 宮 山 県り、杉 田丁一

上 欽 哉 （富山県小杉町教育委員会 学校教育課主幹）

全2 2 条からなっています。前文 は、条例施行の基本理念を明 らか

にしています。第 1章（第 1条～第4 条）は全体 に関わる基本的原則

や共通事項について規定 しています。

第2 章（第5 条～第 1 2 条）は「児童の権利に関する条約」に示され

た子どもの権利の うち、小杉町がとりわけ大切と考える権利につい

て規定 しています。第3 章（第 13 条～第 15 条）は、第2 章に掲げた

諸権利等を子どもの生活の場に即 して保障するために必要な事項に

ついて規定 しています。第4 章（第 16 条）は、子どもの権利が侵害

された り、侵害されそ うになった場合における相談や救済について

規定しています。第5 章（第 17 条～第 18 条）は、権利保障を総合的、

計画的に進めてい くため、町の施策に関する基本的な指針と配慮事

項について規定 しています。第6 章（第 19 条～第2 1条）は、第3 章

～第5 章に掲げた事項を実効あるものとするための保障状況の検証

について規定 しています。最後に第7 章（第2 2 条）は、条例施行に

関し、必要な事項を町長等が定め得る旨規定 しています。

条例を活かすために－今後の取 り組みについて

条例施行後の取り組みの方向性 については、法的制度が整った以

上、それに見合 う情緒的側面の充実を図っていかなければな らない

と考えています。

また、子どもの権利は、多面的な視点から保障を図る必要がある

ことか ら、総合的、計画的、継続的な保障制度の確立を目指すもの

であり、小杉町子 どもの権利 に関する推進計画の策定により、全町

的に権利保障を目指 していきたいと考えています。さ らに権利の保

障を実効性の高いもの にするために、その保障状況の検証と、相

談・救済体制の充実を図っていきたいと考えています。

宮山県小杉町教育委員会

〒939－0393 富山県射水郡小杉町戸破 15 1 1 1 番地

電話0 7 6 6（5 6 ）15 1 1 FA X O 7 6 6（5 6 ）7 7 7 1

子 ども による条約パ ンフづ くり
一子 どもの権寺叫集約普及のための杉並区の取 り組み一

安 部 芳 絵 （子どもの参加ファシリテ一夕ー）

杉並区では、青少年の社会参カロをすすめるため、中高生世代を構

成員 とする 「ユー ス プ ロ ジ ェク トす ぎな み」 を 2 0 0 2 年 1 0 月 に立

ち上げ活動を開始 しま した。その活動の一環と して中学2 年生、小

学校4 年生向けの子 どもの権利条約普及啓発冊子づ くりが位置付け

られ、 10 数人のメンバーからなる編集会議 によって約半年かけて

冊子 ができ あが りま した。

子どもの権利条約の普及啓発冊子は杉並区の他にも、神奈川県川

崎市、高矢口県、三重県などで子 ども向けが作成され配布されていま

す。また、杉並区では前回の改訂の際、子どものアイディアをワー

クシ ョップで だ しても らい、そ の後 お とな が中 心 にま とめ る形式 で

冊子がつ くられました。今回の特徴は、アイデ ィアをだすところか

ら実際の文章やイラス ト、印刷の色を決めるところまで子ども中心

でおこな ったことです。他の自治体には類を見ない条約広報への子

ども参加例と言えます。

ユ ース プ ロジ 工ク トで は、子 ど もの権 利 条約 の入 門 ワー ク シ ョツ

プで子どもの権利についての学習を深め、その後 「杉並の子どもに

とって特に力点を置いて解説 した方がいい条文はな にか」「どのよ

うな情報があれば実際に使えるか」「どのような内容であれば小中

学生世代が捨てずに読んで くれるか」などの意見を出し合 う編集会

議を行ないま した。その後、条文ごとに担当者を決め、原稿を書く

参考 にするために実際に施設へのインタビュー調査をしたメンバー

もいま した。中学生が相談 しやすいかどうか実際に電話相談にかけ

てみたり、小学生の弟に「この言い方でわかる ？」などと

中学生が聞いている場面もみうけられま した。

小 学 生版 はイ ラ ス トい っぱい のチ ャー ト式 にな って お り、つ いつ

い吉売ん で しま って気 づ く と子 どもの権 利 を学 んで い る ことにな りま

す。中学生版 には文章だけではなくクロスワー ドパズルもついてい

て、書売ませる工夫がほどこされています。

問い合 わ せは杉 並 区保健 福祉 部児 童課 （電 話0 3 －3 3 1 2 －

2 1 1 1＜ 代 ＞）まで。

子 どもの権利条約 案 68 号・ 2 003 年 6 月2 0 日号

』



子 ど もの権 利 集 約 の批 准 か ら10年 目 を向 か え た今 年。 あ らた め て子 どもの権

利条 約 を読 ん で み ませ んか ？ こ の コ ーナ ー で は毎 回 条 文 をい くつ か取 り上 げ、

子ど もに読 ん で も らうこ と を念 頭 に おい て わか りや す く解 説 してい き ます。

もちろ ん、 お と なの方 も ど うぞ ′

第1 回 【前文 】 安部芳絵 （子どもの参加ファシリテ一夕ー）

子どもの権利条約の一番は じめにあるのが「前文」。子 どもの権

利条約ができた歴史的なラ売れや、どんな ことが定めされているのか

について書かれている。これか ら条文を探 っていくためのウォーミ

ングア ップだね。

子どもの権利を守 って行こうとい う動きは、 19 2 4 年の 「子ども

の権利 に関するジュネーブ宣言」 が始ま り。第一次世界大戦では、

たくさんの子 どもたちが戦争の犠牲 にな って しまい、「このまま地

球から子どもたちがいなくなって しまった ら、未来はない」 とおと

なが思 ったんだ。ところが、すぐに第二次世界大戦がお こつてやは

り子 ども たちが 犠牲 にな って しま つた。

第二次世界大戦後、 19 4 5 年に国際連合ができ、 19 4 8 年には

「 世界人権宣言」ができた。 これはすべての人がこの地球で安心 し

て暮せるように「平和と人権」を守っていくことを決めたものだね。

これっておとなだけのことかな ？子どもだ って、安心 して生きてい

きた いよね 。 と ころが 、そ れ まで 「人権 」 って い う と、 ど うも 「お

となの男の人」が中心だった。だからその他の人達のことも考えて

いかなき やつて ことで、 1 9 7 9 年 に女性 差別撤 廃条約 がで き、

1 9 8 9 年には子どもの権利条約ができたんだ。

l l この地球上にあなたとまつたくおんな じ人間は誰一人と していな

い。だから「あなた」が大切なんだよね。その大切なあなたも、産

まれてす ぐじゃなければ一人でも生きていけるかもしれないけど、

誰 かと一 緒 だ った らも っと楽 しく自分 を大 切 に しな が ら生 きて いけ

るはず。みんなが産まれて一番初めに一緒にいる人達が「親」であ

り「家族」。だか ら「親・ 家族」も大切だ。血がつなが っている

「親・家族」もあればそうでない「親・家族」もあるよ。

じやあ、 あ った かい 「親・ 家 族」 に囲ま れて いる 子 ども ばか りか

と い うと、 現実 は そ う じゃな い。 子 どもた ち は生 まれ て くる場所 を

選べないか ら。そこで子 どもにはおとな とは違った助けが必要にな

つて くる。その中でもとくに しんどい状況の子どもたち、例えば兵

士 と して使 わ れた り、 虐待 さ れて いた りす る子 ども たち に はも っと

助けがいるんだけど、そんな子 どもたち、実は世界中のどこにだ っ

ているんだ。

だから刃］ってて損はないん じやないかな。そ；n に、開発途上国に

は助けを求めている子どもたちがたくさんいるんだけど、みんなが

この条約を知ることが助けになるかも しれない。途上国の子どもた

ちと手をとりあつてみんなが問題を解決できた ら、それ ってちょっ

と素 敵 じやな い ？

「 子どもの権利条約フォーラム2 0 0 3 」

へいよいよ動書出す J

＜ 第 1回実行委鼻会（5 ／17 ）一幸鼻会の場を団体交流のファ

ース トス テ ップ に＞

川西市での開催に向けて、地元実行委員会の様子を随時全国のみ

なさん にお届 け いた します 。 5 月 1 7 日、 フォー ラム の趣 旨 に賛同 す

る14 団体・ 3 個人が川西市総合センターに集い、第 1回の実行委鼻

会を開催。各団体自己紹介後、開会にあたって、子どもの権利条約

ネッ トワークの喜多さん、荒牧さんか らフォーラムの趣旨やこれま

での経緯、開催方式、実行委員会の基本的な考え方などをお聞き し

ました。続いて、フォーラムの 日程 （ 1 2 ／6 ～ 7 ）及び会場 （1 日

目：アステホール2 日目 ：川西小学校）を確認。実行委員会組織と

して、委員長に上杉孝貴 （龍谷大学教授）さん、事務局は川西子ど

もの 人権 ネ ッ トワー ク （略称 ：か わ に し子 どもネ ッ ト） が担 う こと

に決定。運営面において、実行委員会では事務的な協議だけでな く、

参画する団体や個人が互いに知 り合う機会 とする こと、子 どもの課

題を確かめ合 うようなプ レフォーラムも、その中で子ども同士の交

流機会もなどを確認。話題になったのが、フォーラムのネーミング。

北摂か川西かはたまたJtl西・北摂のよ うな連名かなど熱

子どもの権利集約 第 68号・ 20 03 年 6 月2 0 日号
ぱ；：二

津 崎 政 生 （かわにし子どもネット事務局）

き議論 とな り次 回持 ち越 しに。（出席実行委鼻は 「川西」 の地域

性・文化性・ネームバ リュー度を確かめ合う結果となつた）

＜ 第2 国英行垂鼻会 （6／14 ）－フォーラム名称決定 ！＞

第2 回目（6 月 1 4 日）は、まず前回積み残した部分を協議。事務

局長 は、主筆田 裕子 （かわ に し子 ど もネ ッ ト） さん、 フ ォー ラムの 名

称はいろいろな意見をもとに「inかわにし」 となる。続く参画団体

の活動紹介後、 1 日目全体会の持ち方について協議。参加者 （おと

なも子どもも）が互いにつながれるよ うな工夫を、とくに子どもの

団体の 交 流、 お とな と子 ども が フラ ッ トに話 し合え る場 づ く り、 川

西ですることの意味・生活の場、子どもとおとなのパー トナーシッ

プ、今の川西の情勢 （学校の中に子どもの人権は ？）、子 どもの居

場所 （学校を含めて）などが意見と して挙げられた。分科会の内容

については、今後の参画団体からの提案・事務局が担当するものな

どに方向づけする。最後に、プレフォーラムについては子どもたち

から提案 してもらう、他地域の子どもたちとも出会 っていくなどを

確認 しま した。次 回 は、7 月 1 9 日。



●亨 どもの権利 条約 ネ ッ トワー ク 5月 イベ ン ト

い ろん な 視 点 が 未来 を創 る ～計んなのキモ手をトークちゃんぷる～

2 0 0 3 年 5 月 5 日（日）13 ：3 0 ～ 16 ：3 0（於 ：国 立 オ リン ピ 、ソク記念青 少年総合 セ ンター ）

今年 も子 どもの権 利条約 ネ ッ トワーク恒例 5 月 イベ ン トが、15 歳 か ら17 歳 までの子 どもたち 自身 に よる企 画・運 営 で行 わ れま した。

イベ ン トタイ トル にあ る 「ち ゃんぶ る」 とは 、沖 縄の方 言 で 「ご ちゃまぜ」 とい う意 味。今 年 も、子 ども とお となが境界 線 な しに 自由に

話す こ と が で き る 場 と な り ま した 。

当 日の参加 者 は、子 ども・ お とな合 わせ て約6 0名 。「過去 と未 来」「地 域」「地球 」「島」 の 4 グル ー プに分 かれ 、子 ども・ お となの区別

なく、それぞ れの思 いを語 り合 い ま した。 イベ ン トを企 画・ 運営 した子 どもた ちの 感想 をご紹介 します。

域」グループ

私は今回「地域」と言 うテーマで企画を

やらせ ても らいま した。

地域 というテーマは、簡単そうに見えて

実は難しいテーマで、 トークちゃんぶる自体未知の領域なのに、地域

とど うコラボ レーシ ョン してい くか とい うの でけ っこう悩 みま した 。

当 日は 、他 の グ ル ー プ よ りも 集 ま りがあ ま りよ くな くて 、 正 直

「 平気かな ？」と思いま したが皆さん積極的に意見を言 って くださ

り、私が普段とらえている「地域」よりも、違った視点での「地域」

をとらえることができた り、また、私の住んでいる「地域」とは違

つた取 り組みをしている地域 に住んでいる方のお詰も聞け、すごく

勉強 にもな りま した し、良 い経 験 にもな りま した。

これか らも積極的にこのよ うな活動 に関わ って行きたいのです

が、やはり、学校の方が大変なので、今回が最後 かも しれません。

ですが、企画から自分達でできるイベン トなんて、そうめったにな

いものなので、すごく忘れられない思い出です。

皆さん、ありがとうございました。 春成 沙由梨 （ 15 歳）

も
ぅ
妨

グループ～

一島■－ それは何もない場所であ り、

同時 になん でも創れる場所で もあ りま し

た。その環境ってい うのは、今回の5 月イ

ベン トの企画にも共通するものがあ りま した。

今回の企画もまた、まったく何もないところから作 り上げま した。

それも、それぞれが自分というものを持った超個性的なメンバーで。

それぞれが自分とい うものを持つがゆえに、意見がなかなかまとま

らなか った こ とも あ りま した。 で も、そ ん なメ ンバ ーだ った か ら こ

そイベ ン トの企 画が 楽 しくて しょうがな か った のだ と思 いま す。

今、このメンバーで企画をできて本当によかったと思っています。

また、 一島－のグループでも言いたいことを言える環境 にあ つた と

思います。それぞれのキモチをちやんぶる し、すごく優 しい気持ち

で積極的な “島－を創造することができました。

話 しを進めていく中ででてきた「一歩前に踏み出す」という想い、

これは これか らも大 事 に した いと思 って います 。そ して、 この 叫島”

は参加者の皆さんが支えてくれた本当に良いグループだ ったと思 っ

ています。なにより嬉しかったのは参加者の皆さんに「楽 しか った、

よか ったよ。」と言 ってもらえたことです。自分たち企画者もそれ

に負けないぐらい楽 しめて本当に充実した一日とな りま した。

自分の持 っているキモチを形にする第一歩となった今回のイベ ン

ト。 この イベ ン トが 終わ ったか ら終 わ りで はな く、 この イベ ン トが

はじま りにな った らと思 ってい ます。

最後に．企画者のみんなをはじめ、参加者のみなさん、N C R C のス

タッフのみなさんのおかげで本当にいい経験ができました。みなさ

ん、本 当に あ りが と うござい ます ／J

富田愛子 （16 歳）渡辺直之（16 歳）

〆′d

と未来」 グループ

私は今回のイベン トで「過去と未来」を

軸と した トー クち やん ぶ るの 担当 を しま し

た。そこで私が、各班共通の 「戦争と平和」

とい う テー マで も 、本題 の トー クち ゃん ぶ

るでも、共に一番感 じたことはこれから今の子どもたちが未来を創

つていく上で大切になって くるのは、今の大人たちがその 「土台」

になる必要があるということです。大人と子どもがもっとつながっ

ていかなければいけないと思いま した。私は、このような企画に参

加して、自分の見る世界が広がりま した。普段話すことが少ないテ

ーマだったので、他の人の考えを聞くことによって深いところまで

考える事が出来ました。企画の段暗で十分な打ち合わせができなか

つたことが残念で したが、自分 自身に大きな収穫があったのでとて

もよかったと思います。参加者 にもそ うい う風に思 ってもらえたな

ら、嬉 しいです。 大吉美和 （16 歳）

」グループ

今 回の イベ ン トはた くさん 一自分” を 出

せたように思える。企画の段階では、意見

の食 い違 い もあ つた し、 トー クち やん ぶ る

にた ど り着 くまで に は幾度 も会 議 を繰 り返 した 。そ れで もち やん と

まとまったのは、企画者の間のラインが少 しづつ薄 くな り、最後に

はなくなっていたことが一番の理由であるように思 った。

一見無謀にも思われたこの企画が成功 したのは、企画者の想いを

十分に尊重 し、カタチにするまでを補助 してくれた大人たちと、柔軟

な考えを持った参加者のみなさんのお陰だったのではないかと思う。

今、子どもも大人も ー自分－というものを出すことが困難な状態

にあるように思える。「普通を装わないと、みんなか らどんな 目で

見られる か分 か らな い。」「何 でそ うす るん だ ろ う ？私 だ った らこ う

するのに。でも、どうせ言 ったって無駄だよね」内に秘めた想いが

あるのにそれを表現できないのは、とてももったいないと思う。ど

んな名案が隠れているか分か らないか らだ。それに気づかせてくれ

たのが、このイベン トだった。

以前より、私の見ている世界 は色鮮やかに、広々としたように思

える。 島森亜沙子 （16

子 どもの権利条約 第 68 号・ 20 03 年 6 月20 日号

説
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亨どもの権 利条約入 門セ ミナー2 0 0 3 スター ト ／

－第 1 回（5月 27 日）終 了～ （第10固まで毎月開催 中 JJ）

子どもの権利条約の批准から 10 年 目を迎えた今年、子どもの権

利条 約ネ ッ トワー クで は 、条約 を ひ とつの 切 り口 と して、 子 ども を

めぐる様々な課題の解決に、条約がどのような役割 を果た してきた

のか、またそのときの課題は何か、についてわか りやすく学ぶ「子

どもの権利条約入門セミナー2 0 0 3 」を開催 しています。

5 月2 4 日に第 1回目「子どもの権利条約の成立と意義」（喜多明

人さん ：早稲田大学教授・C R C ネ ット代表）が終了 しま した。子ど

も・おとな合わせて約2 0 名の参カロ者の方からは以下のような感想

（ 抜粋）が寄せられました。

○子どもの権利条約をあ らためて確認 （ふりかえること）できる機

会があ り、楽 しみ に してい る。 タイム リー。

○お も しろか った 。も っと勉強 しよ うと思 った。 1 8 まで に 、も っ

l
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と世界の子 どもとつなが っていきたい と

思った。はや く、児童労働をなくしたい。

O「子どもの権利条約」は名前 しか知 ら

ない（知らされていない ？）、興味を持 っ

ていなかった （持たせるよ うなもの とし

て知 らされ て い な か った ？） が 、僕 は教

師にな りたいと思 っている自分がそんなままではいけないと思い受

講した。また勉強 しに来たい。

まだ参加 していないとい う方 ／セミナーに2 時間参加するだけで、

学校・少年司法・性的搾取・子育てなど、子 どもをめ ぐる最新情報

と条約に関する基礎知識をG E T できるチャンスです ＝ 奮ってご参

カロください ／＝ 次回セミナーについては、以下のお先】らせをご参

照くださ い。

榊榊 ［子 どもの権 利条 約 入 門セ ミナ ー 2 0 0 3 ］のお知らせ 榊＊顎

骨
5 月より始まつた 「子 どもの権利条約入門セミナー」。第 3 回、

第4 回を以 下の とお りに開 催 します ／

少人数でアッ トホームな雰囲気の中で、子どもの権利条約につ

いて、また条約を生かす取り組みについてを、わか りやすく学ん

でいきます。奮 ってご参加 ください ／

臼第 3 回 7 月 2 9 日（火）

子どもの権利条約と学校 （仮） 佐藤 治さん（高校教諭）

口第4 回 8 月 1 9 日（火）

子どもの権利条約の意見表明・参加の権利（仮）

内田 塔子さん（立正大学・講師）

時間 ：18 ：3 0 －2 0 ：3 0 （受付開始 18 ：0 0 ）

会場 ：子 どもの権利条約ネ ッ トワー ク事務所（みなとN P O ハウス4 階）

地下鉄日比谷線・大江戸線 「六本木」駅徒歩2 分 （旧三河

台中学校・俳優座裏）

定員2 0 名 ＊資料・会場の準備があるので事前申込をお願いします。

お申し込み・お問い合わせ ：子どもの権利条約ネ ッ トワーク

〒 10 6 －0 0 3 2 港区六本木4 －7 －1 4 みなとN P O ハウス4 F

・ 0 3 －3 7 4 6 －0 7 4 4 （火・金 1 2 ：0 0 －17 ：0 0 ）

E －m a il n c「C ＠ a b e a m ．o c n ．n e ．jp ＼

※留守のときは、留守電・ F A X ・メールをご利用ください。
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創刊 号 ：2 0 0 2 年 7 月 第2号 ：20 0 3 年 1 月

郵便 振込み 申込で直接 申 し込 まれ るか、下記 事務局 へお問い合 わせ下 さい。

郵便振替00 150－3－16428 0 口座名称 子どもの権利集約耗合研究所

研究所事務所 ：〒 15 2 －0 0 3 4 東京都目黒 区緑が丘2 －6 －1 喜多明人宛

研究所分室（水曜日10 ：00－16 ：00）T E L・FA X O 3 －5 2 8 6 －3 5 9 5 E－M a il：C re 2 1＠lyc o s．jp

』

子どもの権利条約 第6 8号・ 20 03年 6 月2 0 日号

「子どもの権利条約」Nn6 8

2 0 0 3 年 6 月2 0 日発行

★発 行 （隔月刊）

子どもの権利条約ネ ットワーク

N e tw ork fo「the  C o n v e n t i o n  o n t h e

R ig hts o f the C h‖d

〒106・0032 東京都港区六本木4 －7 －14

みなとN P O ハウス 4 F

T E L ＆ F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・ 金 1 2 ：0 0 ～ 1 7：0 0 ）

ホームページ

h ttp：／／W W W 6 ．o c n．n e．jp／‾n c rc／

E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

喜 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

18 歳末満 10 0 0 円

定 期 購読 4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一プリン ト


